
 

 

 

 

 

 

令和８年３月定例月議会 

令和８年３月23日 

予算常任委員会（健康福祉分科会） 

 資 料 
 

 

関連議案 案件名 所管局・課 ページ 

議案第 15 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第 12号） 環境保全課 ２ 

議案第５号 令和８年度長浜市国民健康保険特別会計予算 保険年金課 ４ 

議案第 15 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第 12号） 保険年金課 ５ 

議案第 16 号 令和７年度長浜市国民健康保険特別会計補正

予算（第５号） 

保険年金課 ９ 

議案第 15 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第 12号） 市民課 10 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 環境保全課 

 

４款１項 12 目 墓地等管理費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

墓地管理経費 9,424 1,300 10,724 

 

補正財源 経費 

一般財源             1,300 工事請負費            1,300 

 

補正理由 

松の岩公園墓地に設置している東屋について、根元が腐食し倒壊の危険性があります。

利用者の安全性を確保するため早急に解体・撤去する必要があることから、東屋解体工

事請負費を増額補正するものです。 
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所管委員会 予算常任委員会  

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管課 環境保全課 

 

墓地管理経費にかかる繰越明許費の設定について 

 

単位：千円 

款 項 事業名 翌年度繰越額 

衛生費 保健衛生費 墓地管理経費 1,300 

 

繰越の理由 

 ３月定例月議会に補正予算を計上しました松の岩公園墓地内の東屋解体工事

請負費について、適正な工期を確保するため当該事業費を繰越すものです。 
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令和８年度 長浜市国民健康保険料率（案）について 

県が示す令和８年度標準保険料率で計算した平均世帯の保険料は、令和７年度長浜市保険 

料と比較すると、４．８％の引き上げを必要とします。被保険者の負担軽減のため、平均世 

帯で３．４％の引き上げとし、不足する財源２千５百万円は国民健康保険財政調整基金から 

の取り崩し等で対応します。 

 

（１）平均世帯（65 歳以上夫婦２人世帯、所得 140 万円）の年間保険料  

   令和８年度 ２０３，０７２円  

 

 

（２）令和８年度保険料率（案）              ＊（ ）は令和７年度の保険料率 

  医療保険 後期高齢者支援 介護保険 子ども・子育て 

所得割 ６．７０％ 

（６．７０％） 

２．６１％ 

（２．７２％） 

２．３４％ 

（２．３９％） 

０．２５％ 

 

均等割 

（１人あたり） 

２８，５００円 

（２７，５００円） 

１１，７００円 

（１１，４００円） 

１２，０００円 

（１１，５００円） 

１，２００円 

 

平等割 

（１世帯あたり） 

１９，３００円 

（１９，５００円） 

７，５００円 

（７，８００円） 

５，９００円 

（５，７００円） 

  ７４０円 

 

 

 

（３）今後の見通し 

   医療費の上昇に加え、令和８年度に創設される子ども・子育て支援金は、令和１０年度まで

段階的に導入されることから、今後も保険料の増加が想定されます。令和９年度には県内保険

料率は統一されますが、急激な負担増とならないよう３年間の移行期間を利用し、財政調整基

金の範囲内で激変緩和を図り、令和１２年度を目途に統一保険料に移行していきます。 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第５号 

所管課 保険年金課 

(円) 

 

R７市保険料率から ４.８％の増 

保険料率      県の示す標準保険料率  

・所得割・・(前年所得－43 万円)×料率 ・医療保険、後期高齢者支援分・・被保険者全員が負担 
・介護保険分・・40～64 歳の被保険者が負担 ・子ども・子育て分・・被保険者全員が負担（18 歳未満は均等割免除） 
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所管委員会 予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第１５号 

所管課 保険年金課 

 

3 款 1 項 1 目 社会福祉総務費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

国民健康保険特別会計繰出金 895,842 22,338 918,180 

 

補正財源 経費 

民生費国庫負担金 

国民健康保険基盤安定対策費負担金 

392 

民生費県負担金 

 国民健康保険基盤安定対策費負担金 

△4,196 

 

一般財源          26,142 

 

繰出金           22,338 

 

補正理由 

令和７年度国民健康保険基盤安定繰入金等の確定及び事務費の支出見込に

伴い、予算額との差額分を補正するものです。 

 

補正内容 

 国民健康保険特別会計繰出金 

国民健康保険基盤安定繰出金        △5,449 千円 

職員給与費等繰出金             △89 千円 

財政安定化支援事業繰出金         30,980 千円 

その他一般会計繰出金           △3,104 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第１５号 

所管課 保険年金課 

 

３款１項１目 社会福祉総務費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

後期高齢者医療広域連合負担金 1,505,092 △25,128 1,479,964 

 

補正財源 経費 

一般財源           △25,128 負担金、補助及び交付金    △25,128 

 

補正理由 

 滋賀県後期高齢者広域連合議会定例会における市町負担金の確定により、不用額が生じ

たため減額補正するものです。 

令和７年度の本市被保険者にかかる医療費が、当初予算額を下回る見込みとなったこと

が主な要因です。 

 

補正内容 

 後期高齢者広域連合負担金   △25,128 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第１５号 

所管課 保険年金課 

 

３款１項５目 福祉医療助成費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

福祉医療助成事業費 712,034 △101,005 611,029 

 

補正財源 経費 

民生費県補助金 

福祉医療費助成事業補助金  △26,253 

一般財源           △74,752 

扶助費            △101,005 

 

 

補正理由 

 福祉医療費助成事業において、一人当たりの助成額及び受給者数が当初の見込みを下回

り、扶助費に不用額が見込まれることから減額補正するものです。 

  

  

補正内容 

福祉医療費助成経費 △101,005 千円 

   内訳）福祉医療費助成事業 扶助費（現物給付分）  △99,892 千円 

      福祉医療費助成事業 扶助費（現金給付分）  △1,113 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第１５号 

所管課 保険年金課 

 

３款１項５目 福祉医療助成費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

子ども医療費助成事業費 316,547 26,645 343,192 

 

補正財源 経費 

民生費県補助金 

福祉医療費助成事業補助金    5,706 

一般財源             20,939 

扶助費             26,645 

 

 

補正理由 

 子ども医療費助成事業において、一人当たりの助成額が当初の見込みを上回り、扶助費

が不足するため増額補正するものです。 

  

 

補正内容 

福祉医療費助成経費  26,645 千円 

   内訳）子ども医療費助成事業 扶助費（現物給付分）  25,632 千円 

      子ども医療費助成事業 扶助費（現金給付分）  1,013 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第１６号 

所管課 保険年金課 

長浜市国民健康保険特別会計 

補正理由 

 保険給付費については、医療費の支出見込により、増額補正します。また、

保健事業費については、特定健康診査等事業費の支出見込により減額補正し、

諸支出金については、交付金の申請額の確定により、不用額を減額補正します。 

歳入 単位：千円 

款 補正前 補正額 補正後 

国民健康保険料 2,046,988 △26,941 2,020,047 

国民健康保険税 123 0 123 

使用料及び手数料 785 0 785 

国庫支出金 6,771 89 6,860 

県支出金 7,649,026 24,998 7,674,024 

財産収入 1,300 163 1,463 

繰入金 925,842 17,338 943,180 

他会計繰入金 895,842 22,338 918,180 

基金繰入金 30,000 △5,000 25,000 

繰越金 46,977 9,514 56,491 

諸収入 73,937 0 73,937 

計 10,751,749 25,161 10,776,910 

歳出 単位：千円 

款 補正前 補正額 補正後 

総務費 153,124 0 153,124 

保険給付費 7,419,462 37,206 7,456,668 

拠出金 0 0 0 

保健事業費 138,993 △11,000 127,993 

諸支出金 133,812 △1,045 132,767 

国民健康保険事業費納付金 2,901,358 0 2,901,358 

予備費 5,000 0 5,000 

計 10,751,749 25,161 10,776,910 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民課 

2 款 3 項 1 目 戸籍住民基本台帳費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

戸籍住民基本台帳管理事務経費 168,874 2,150 171,024 

補正財源 経費 

総務費国庫補助金 

社会保障・税番号制度システム整備費補助金  

4,136 

デジタル化推進基金繰入金       1,535 

雑入 

  デジタル基盤改革支援補助金  △1,584 

一般財源              △1,937 

委託料 4,087 

使用料及び賃借料 △1,937

補正理由 

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第１７号）が令和７年５

月２６日に施行されたため、旧氏及び旧氏の振り仮名記載に関連する各システムの改修

委託料を増額補正するものです。 

  また、戸籍附票システムの自治体情報システム標準化移行に伴うシステム改修費の一

部経過措置分及び自治体情報標準化システム移行日の変更に伴い不要となるコンビニ交

付サービス利用経費について減額補正するものです。 

補正内容 

  情報システム改修委託料

・戸籍附票システム（旧氏） 1,848 千円 

・住民基本台帳システム（旧氏） 2,288 千円 

・コンビニ交付システム（旧氏） 1,535 千円 

・戸籍附票システム（経過措置） △1,584 千円

  使用料及び賃借料 

・情報システム利用料（コンビニ） △1,937 千円
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所管委員会 予算常任委員会  

（健康福祉分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管課 市民課 

戸籍住民基本台帳管理事務経費にかかる繰越明許費の設定について 

単位：千円 

款 項 事業名 翌年度繰越額 

総務費 戸籍住民基 

本台帳費 

戸籍住民基本台帳管理事務経費 5,671 

繰越の理由 

 旧氏及び旧氏の振り仮名記載については、令和７年度の国の社会保障・税番

号制度システム整備費補助金等を財源として、年度末の補助金交付決定及び内

示を受け、令和８年度中にシステム改修を完了させる必要があることから、当

該事業費の繰越明許費を設定するものです。 

情報システム改修委託料

・戸籍附票システム（旧氏） 1,848 千円 

・住民基本台帳システム（旧氏） 2,288 千円 

・コンビニ交付システム（旧氏） 1,535 千円 
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